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私たちの闘いは「国保の権利」を 

しっかりと知らせることが大切です。 
 

 

なぜ苦しくなるまで受診せず、我慢していたのでし 

ょ うか？ なぜ国保証が切れていたのでしょうか？ 

こんな事例が全国の仲間から寄せられています。 

国民健康保険（国保）は、医療を受ける権利を国が保 

障する社会保障制度の一つです。 

国保は国民どうしの「助け合い」ではなく、憲法 25条 

に基づく国民健康保険法によって「受診する権利」「健康 

になる権利」「生きる権利」などを保障するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） ２０１9年３月１５日 No.２8６       （平成 21年１０月 9日第三種郵便物認可） 

 
 

 

 

２０１９年３月１５日  ＮＯ.２８６ 
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